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〔
最
高
民
訴
事
例
研
究

一
〇
八
〕

昭
四
七
9
（
撮
驕
嘱
諜
に
鉱
難
）

　
一
、
上
告
審
と
無
権
代
理
人
の
訴
訟
行
為
の
追
認

　
二
、
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
不
在
者
財
産
管
理
人
の
上
訴
権
限

　
　
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件
（
昭
四
七
・
九
・
一
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
Y
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
対

　
　
し
、
昭
和
三
二
年
一
月
一
二
日
本
件
土
地
を
賃
貸
し
、
Y
は
、
右
土
地
上
に
本
件

　
　
建
物
を
所
有
し
た
。
X
Y
間
の
賃
貸
借
契
約
に
は
「
賃
借
人
が
一
か
月
以
上
の
賃
料

　
　
の
支
払
を
怠
つ
た
と
き
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
の
特
約
が
あ
つ

　
　
た
。
と
こ
ろ
が
、
Y
は
、
昭
和
四
三
年
五
月
一
日
以
降
賃
料
の
支
払
を
し
な
い
の

　
　
で
、
X
は
Y
に
対
し
賃
料
不
払
に
よ
る
契
約
解
除
を
理
由
に
し
て
、
建
物
収
去
土
地

　
　
明
渡
の
訴
を
提
起
し
た
。
X
の
主
張
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ω
X
は
Y
に
対
し
右

　
　
特
約
に
基
き
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
五
日
付
内
容
証
明
郵
便
を
も
つ
て
本
件
賃
貸
借

　
　
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
な
し
、
右
内
容
証
明
郵
便
は
同
月
一
六
日
到
達

　
　
し
、
本
件
賃
貸
借
契
約
は
同
日
終
了
し
た
。
ω
仮
り
に
ω
の
主
張
に
理
由
が
な
い
と

　
　
し
て
も
、
X
は
Y
に
対
し
、
昭
和
四
四
年
同
人
所
在
不
明
の
た
め
東
京
簡
易
裁
判
所

　
　
に
対
し
公
示
に
よ
る
意
思
表
示
を
申
立
て
、
同
方
法
に
よ
り
、
右
特
約
に
基
き
契
約

　
　
解
除
の
意
思
表
示
を
な
し
、
同
意
思
表
示
の
効
力
は
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
〇
日
の

　
　
経
過
に
よ
り
そ
の
効
力
を
生
じ
た
か
ら
、
右
賃
貸
借
契
約
も
昭
和
四
四
年
二
一
月
一

　
　
〇
日
の
経
過
に
よ
つ
て
解
除
さ
れ
た
。
第
一
審
は
、
右
ω
の
主
張
を
容
れ
X
の
全
面

　
　
勝
訴
。判

　
例
　
研
　
究

Y
は
、
昭
和
四
三
年
六
月
頃
か
ら
家
出
を
し
、
所
在
不
明
の
た
め
、
Y
の
妻
A
が
弁

護
士
B
を
Y
の
訴
訟
代
理
人
に
選
任
し
、
B
が
控
訴
し
た
。
控
訴
審
は
、
B
に
Y
か

ら
の
訴
訟
代
理
権
の
授
与
が
あ
つ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
Y
が
訴
訟

代
理
人
の
選
任
行
為
を
妻
A
に
委
任
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
し
、
訴
訟
代
理
人
の

選
任
行
為
ま
で
当
然
妻
A
の
な
し
う
る
保
存
行
為
と
し
て
適
法
有
効
と
は
解
し
え
な

い
と
し
て
控
訴
却
下
。

Y
名
義
の
上
告
提
起
後
、
東
京
家
庭
裁
判
所
は
、
Y
の
妻
A
を
Y
の
不
在
者
財
産

管
理
人
に
選
任
し
た
。
A
は
改
め
て
B
を
訴
訟
代
理
人
に
選
任
し
た
．
B
は
、
最
高

裁
で
の
口
頭
弁
論
で
、
上
告
に
関
し
A
が
し
た
Y
名
義
の
訴
訟
行
為
お
よ
び
原
審
で

の
B
の
訴
訟
行
為
の
す
べ
て
を
追
認
し
た
。
な
お
、
上
告
理
由
は
、
要
す
る
に
夫
が

家
出
を
し
そ
の
夫
に
対
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
の
訴
が
な
さ
れ
た
場
合
、
残
さ
れ
た

妻
は
家
出
し
た
夫
か
ら
暗
に
訴
訟
代
理
人
選
任
の
権
限
が
付
与
さ
れ
た
と
解
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
．
最
高
裁
の
判
決
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
権
限
を
有
し

な
い
代
理
人
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
訴
訟
行
為
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
後
こ
れ
が
権
限
あ

る
代
理
人
に
よ
つ
て
追
認
さ
れ
た
と
ぎ
は
、
右
追
認
に
よ
り
当
該
訴
訟
行
為
の
時
に

遡
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
は
民
訴
法
五
四
条
、
八
七
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
追
認
の
時
期
に
つ
き
制
限
を
定
め
た
規
定
の
な
い
こ
と
、
お

よ
び
同
法
三
九
五
条
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
権
限
の
あ
る
代
理
人
は
、

上
告
審
に
お
い
て
、
上
告
審
お
よ
び
原
審
に
お
け
る
無
権
代
理
人
の
訴
訟
行
為
を
追

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
（
大
審
院
昭
和
一
五
年
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
一
二
五
五
）



　
判
　
例
　
研
　
究

第
八
三
四
号
同
一
六
年
五
月
三
日
判
決
、
判
決
全
集
八
輯
六
一
七
頁
参
照
）
。
」
（
以
上

判
示
事
項
第
一
）
「
そ
し
て
、
家
庭
裁
判
所
の
選
任
し
た
不
在
者
財
産
管
理
人
が
民

法
一
〇
三
条
所
定
の
権
限
内
の
行
為
を
す
る
に
は
、
そ
の
行
為
が
訴
ま
た
は
上
訴
の

提
起
と
い
う
訴
訟
行
為
で
あ
つ
て
も
、
同
法
二
八
条
所
定
の
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を

要
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、
X
の
提
起
し
た
本
訴
建
物
収
去
土
地
明
渡
等

の
請
求
を
認
容
す
る
第
一
審
判
決
に
対
し
控
訴
を
提
起
し
、
そ
の
控
訴
を
不
適
法
と

し
て
却
下
し
た
第
二
審
判
決
に
対
し
上
告
を
提
起
す
る
こ
と
お
よ
び
右
訴
訟
行
為
を

さ
せ
る
た
め
訴
訟
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
Y
の
財
産
の
現
状
を
維

持
す
る
行
為
と
し
て
同
法
一
〇
三
条
一
号
に
い
う
保
存
行
為
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
本
件
不
在
者
財
産
管
理
人
お
よ
び
同
人
の
選
任
し
た
訴
訟
代
理
人
は
、
同

法
二
八
条
所
定
の
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
し
に
、
本
件
第
一
、
二
審
判

決
に
対
す
る
上
訴
を
提
起
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
前
示
の
本
件
訴
訟
の
経
緯
に
よ
る
と
き
は
、
Y
の
不
在
者
財
産
管
理
人
A
が

選
任
し
た
訴
訟
代
理
人
B
が
、
右
A
の
権
限
な
く
し
て
し
た
上
告
の
提
起
を
追
認
し

た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
上
告
は
適
法
に
な
り
、
ま
た
、
原
審
に
お
け
る
右
B
の
控
訴

の
提
起
が
権
限
な
く
し
て
さ
れ
た
と
し
て
も
、
右
訴
訟
代
理
人
が
当
審
に
お
い
て
こ

れ
を
追
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
右
控
訴
も
適
法
に
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
B
に

訴
訟
代
理
権
の
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
本
件
控
訴
を
却
下
し
た
原
判
決
は
、
論
旨

の
当
否
を
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
違
法
に
帰
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

（
以
上
判
示
事
項
第
二
）
！
破
棄
差
戻
。

　
判
示
一
、
二
と
も
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
一
、
本
件
で
の
問
題
点
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
無
権
代
理
人
の
訴
訟
行
為
を

上
告
審
に
お
い
て
権
限
あ
る
代
理
人
が
追
認
で
き
る
か
否
か
（
判
示
事
項
一
）
、

家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
不
在
者
の
財
産
管
理
人
が
民
法
二
八
条
に
よ
る
家
庭

裁
判
所
の
許
可
を
要
せ
ず
に
訴
や
上
訴
の
提
起
が
で
ぎ
る
か
否
か
（
判
示
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
（
一
二
五
六
）

二
）
に
あ
る
。
右
論
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
い
ず
れ
も
肯
定
し
た
。
お
そ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

く
本
件
判
旨
の
立
場
は
支
配
的
見
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
、
判
示
事

項
一
に
つ
い
て
は
「
控
訴
審
の
口
頭
弁
論
後
は
追
認
し
て
も
、
そ
の
事
実
を
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

告
審
で
主
張
で
き
な
い
た
め
実
益
が
な
い
」
と
の
見
解
お
よ
び
判
示
事
項
二
に

つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
づ
け
が
従
来
の
判
例
を
変
更
し
た
も
の
か
否
か
問
題
が

あ
る
の
で
、
以
下
に
判
示
事
項
一
、
二
の
順
に
述
べ
て
い
こ
う
。

　
二
、
判
示
事
項
一
に
つ
い
て
。
無
権
代
理
人
の
訴
訟
行
為
が
追
認
に
よ
つ
て

行
為
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
効
力
を
生
ず
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
（
民
訴
法
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

条
）
。
追
認
は
明
示
的
で
も
黙
示
的
で
も
よ
い
し
．
追
認
の
時
期
に
も
制
限
は

（
4
）

な
い
。
た
だ
し
、
前
記
の
ご
と
く
、
上
告
審
に
お
い
て
追
認
で
き
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
上
告
審
は
法
律
審
で
あ
り
、
事
件
の
事

実
関
係
に
つ
い
て
は
、
原
審
の
事
実
認
定
を
前
提
と
す
る
。
新
ら
し
い
攻
撃
防

禦
方
法
の
提
出
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
控
訴
審
の
ロ
頭

弁
論
終
結
後
は
追
認
し
て
も
そ
の
事
実
を
上
告
審
で
主
張
で
き
な
い
と
の
見
解

も
十
分
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
肯
定
説
に
賛
成
し
た
い
。

　
肯
定
説
に
立
つ
判
例
と
し
て
、
本
判
決
の
引
用
す
る
昭
和
一
六
年
五
月
三
日

の
大
審
院
判
決
（
判
決
全
集
八
輯
六
一
七
頁
）
は
、
「
凡
ソ
法
定
代
理
人
タ
ル
資
格

ナ
キ
老
ノ
代
理
人
ト
シ
テ
為
シ
タ
ル
訴
訟
行
為
ト
錐
其
ノ
後
権
限
ア
ル
法
定
代

理
人
ノ
追
認
二
因
リ
行
為
ノ
時
二
遡
リ
テ
其
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ハ
民
事
訴

訟
法
第
五
十
四
条
ノ
規
定
ス
ル
ト
コ
・
ニ
シ
テ
其
ノ
追
認
ノ
時
期
二
付
テ
ハ
何

等
制
限
ス
ル
ト
コ
・
ナ
キ
カ
故
二
上
告
審
二
於
テ
原
審
ノ
訴
訟
行
為
ヲ
追
認
ス

ル
コ
ト
モ
敢
テ
妨
ケ
ナ
キ
モ
ノ
ト
『
と
し
た
。
こ
の
昭
和
一
六
年
判
決
で
は
、

上
告
審
に
お
い
て
追
認
で
き
る
こ
と
に
つ
き
、
追
認
の
時
期
に
つ
い
て
は
何



ら
制
限
し
て
い
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

否
定
説
に
対
し
十
分
な
答
え
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
で
は
、
さ
ら
に

民
訴
法
三
九
五
条
二
項
の
趣
旨
の
点
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
す
で
に

学
説
で
、
「
第
三
九
五
条
第
二
項
は
上
告
審
で
の
追
認
を
認
め
た
う
え
で
の
規

定
で
あ
る
し
、
上
告
審
で
も
疑
が
あ
れ
ば
口
頭
弁
論
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ら
、
追
認
の
主
張
は
上
告
審
で
も
で
き
る
」
と
の
見
解
が
あ
り
、
本
判
決
は
、

こ
の
見
解
を
採
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
民
訴
法
三
九
五
条
二
項
は
、
絶
対
的
上
告
理
由
で
あ
る
同
条
一
項
各
号
の
う

ち
四
号
の
「
法
定
代
理
権
、
訴
訟
代
理
権
又
ハ
代
理
人
力
訴
訟
行
為
ヲ
為
ス
ニ
必

要
ナ
ル
授
権
ノ
欠
敏
ア
リ
タ
ル
ト
キ
」
と
の
規
定
に
つ
き
、
五
四
条
、
八
七
条
の

規
定
に
よ
る
追
認
が
あ
つ
た
場
合
に
は
右
四
号
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
規

定
す
る
．
原
判
決
を
破
棄
す
る
ま
で
に
適
法
な
追
認
が
な
さ
れ
れ
ば
上
告
理
由

で
は
な
く
な
る
こ
と
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
規
定
は
、
肯
定
説
の
説
く

よ
う
に
上
告
審
で
の
追
認
を
認
め
た
う
え
で
の
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
上
告
審
は
法
律
審
で
は
あ
る
が
、
上
告
審
で
も
事
実
審
理
を
す
る
こ

と
は
あ
る
．
「
訴
訟
要
件
や
上
訴
要
件
の
存
否
、
再
審
事
由
（
四
二
〇
1
但
参

照
）
、
原
審
の
訴
訟
手
続
の
違
背
の
有
無
等
を
判
断
す
る
上
で
は
、
証
拠
調
を

　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
原
判
決
が
適
法
に
確
定
し
た
事

実
に
上
告
裁
判
所
は
拘
束
さ
れ
る
が
（
四
〇
三
条
）
、
裁
判
所
が
職
権
を
も
つ

て
調
査
す
べ
き
事
項
に
は
民
訴
法
四
〇
三
条
は
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
（
四
〇
五

条
）
、
職
権
調
査
事
項
の
場
合
、
新
た
な
事
実
の
提
出
が
許
さ
れ
る
。
し
た
が
つ

て
、
権
限
の
あ
る
代
理
人
は
上
告
審
に
お
い
て
無
権
代
理
人
の
訴
訟
行
為
を
追

認
し
う
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
．
す
な
わ
ち
、
訴
訟
代
理
権
の
存
否
は

　
　
　
判
　
例
　
研
究

職
権
調
査
事
項
で
あ
り
、
訴
訟
代
理
権
の
な
い
者
が
上
訴
す
れ
ば
そ
の
上
訴
は

上
訴
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
訴
訟
代
理
権
は
訴

訟
行
為
の
要
件
で
あ
つ
て
、
訴
訟
要
件
で
は
な
い
．
し
か
し
、
訴
・
上
訴
の
提

起
段
階
で
代
理
権
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
訴
・
上
訴
の
提
起
行
為
も
ま
た
適
式
に

行
な
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
代
理
権
の
存
否
は
訴
・
上
訴
の
提
起
行
為

が
有
効
適
式
で
あ
る
と
の
訴
訟
要
件
・
上
訴
要
件
の
一
内
容
と
し
て
間
接
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

訴
訟
要
件
・
上
訴
要
件
と
な
る
と
解
し
う
る
。
上
訴
要
件
の
存
否
は
職
権
調
査

事
項
で
あ
る
か
ら
、
上
告
審
で
も
証
拠
調
べ
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
新
た
な

事
実
の
提
出
が
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
記
の
ご
と
き
性
質
を
も
つ
訴
訟
代
理

権
の
存
否
は
、
上
訴
要
件
を
調
査
す
る
に
つ
き
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に

な
り
、
こ
れ
を
避
け
て
判
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
上
告

審
に
お
い
て
も
権
限
あ
る
代
理
人
は
無
権
代
理
人
の
訴
訟
行
為
の
追
認
お
よ
び

そ
の
主
張
を
な
し
う
る
か
ら
、
控
訴
審
で
の
口
頭
弁
論
終
結
後
の
追
認
は
上
告

審
で
主
張
で
き
な
い
か
ら
実
益
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
判
決
引
用
の
昭
和
一
六
年
判
決
は
、
原
審
が
代
理
権
の
欠
歓

を
看
過
し
た
場
合
の
追
認
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
逆
に
、
原
審
は
代
理
権
の
欠

歓
を
看
過
す
る
こ
と
な
く
控
訴
を
却
下
し
た
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と

も
、
「
控
訴
の
適
否
を
め
ぐ
り
原
判
決
を
破
棄
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

共
通
し
て
」
お
り
、
新
た
な
事
実
主
張
を
許
す
場
合
で
あ
る
。
昭
和
一
六
年
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

決
は
、
本
件
の
場
合
に
も
、
追
認
の
時
期
に
関
し
て
先
例
と
な
ろ
う
．

　
三
、
判
示
事
項
二
に
つ
い
て
．
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
不
在
者
の
財
産
管

理
人
が
法
定
代
理
人
と
し
て
相
手
方
の
提
起
し
た
訴
に
応
訴
す
る
場
合
、
民
法

二
八
条
に
よ
る
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
に
つ
き
判
例
・
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
一
二
五
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

説
と
も
異
論
は
な
い
。
問
題
は
そ
の
理
由
づ
け
で
あ
る
。
理
由
づ
け
如
何
に
よ

り
不
在
者
の
財
産
管
理
人
の
訴
・
上
訴
の
提
起
に
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
要
す

る
か
否
か
で
差
異
を
も
た
ら
す
。

　
大
審
院
昭
和
一
五
年
七
月
一
六
日
判
決
（
民
集
一
九
巻
一
一
八
五
頁
）
は
、
「
裁

判
所
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
不
在
者
ノ
財
産
管
理
人
ハ
法
定
代
理
人
ナ
ル
カ
故

二
相
手
方
ヨ
リ
提
起
セ
ラ
レ
タ
ル
訴
二
付
応
訴
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
民
訴
法
第
五
〇

条
第
一
項
二
依
リ
民
法
第
二
八
条
ノ
規
定
二
拘
ハ
ラ
ス
裁
判
所
ノ
許
可
ナ
ク
シ

テ
之
ヲ
為
シ
得
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
」
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
右
判
例

は
、
不
在
者
の
財
産
管
理
人
の
応
訴
権
限
の
根
拠
を
民
訴
法
五
〇
条
一
項
に
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

め
た
。
こ
れ
に
賛
成
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
の
見
解
で
は
不
在
者
の
財
産
管

理
人
が
訴
・
上
訴
の
提
起
を
す
る
場
合
の
説
明
に
窮
す
る
。
右
昭
和
一
五
年
判

決
で
は
、
不
在
者
は
被
告
で
あ
り
被
控
訴
人
で
あ
り
被
上
告
人
で
あ
つ
た
か
ら

財
産
管
理
人
の
応
訴
権
限
だ
け
を
考
え
れ
ば
よ
か
つ
た
。
し
か
し
、
本
件
で

は
、
不
在
老
が
上
訴
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
民
訴
法
五
〇
条
一
項
を
根
拠
に
財

産
管
理
人
の
控
訴
・
上
告
提
起
の
権
限
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

　
兼
子
博
士
は
、
右
昭
和
一
五
年
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
不
在
者
の
財
産
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

理
人
の
応
訴
権
限
を
民
法
一
〇
三
条
一
号
の
保
存
行
為
と
し
て
と
ら
え
た
。
す

な
わ
ち
、
民
訴
法
五
〇
条
一
項
は
訴
訟
無
能
力
者
に
対
し
て
訴
訟
行
為
を
な
す

相
手
方
に
と
つ
て
便
利
な
よ
う
に
と
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
不
在
者
に
対
し
て
訴

を
提
起
す
る
場
合
は
相
手
方
の
保
護
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不

在
者
は
財
産
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
も
当
然
に
訴
訟
無
能
力
者
と
な
る
わ
け
で

は
な
く
、
相
手
方
は
不
在
者
に
対
し
て
訴
訟
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
不
在
者
の

財
産
管
理
人
に
応
訴
権
限
を
認
め
る
の
は
相
手
方
保
護
で
は
な
く
、
不
在
者
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
（
一
二
五
八
）

護
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
兼
子
博
士
は
、
こ
の
不
在
者
保
護
の

見
地
か
ら
し
て
、
「
一
般
に
財
産
権
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
不
在
者
自
身
が

応
訴
し
な
け
れ
ば
敗
訴
し
、
た
め
に
財
産
の
喪
失
と
同
一
の
結
果
を
招
く
虞
あ

る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
応
訴
す
る
こ
と
は
常
に
民
法
第
一
〇
三
条
一
号

に
所
謂
財
産
の
保
存
行
為
と
し
て
、
当
然
管
理
人
の
権
限
に
属
す
る
と
解
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

き
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
る
。

　
兼
子
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
不
在
者
の
財
産
管
理
人
の
応
訴
の
間
題
は
不
在
者

の
利
益
保
護
に
あ
る
こ
と
、
民
訴
法
五
〇
条
一
項
の
趣
旨
、
応
訴
は
民
法
一
〇

三
条
一
号
の
保
存
行
為
に
あ
た
る
か
ら
民
法
二
八
条
に
ょ
り
家
庭
裁
判
所
の
許

可
を
要
し
な
い
、
と
の
点
は
す
べ
て
正
当
で
あ
る
。
私
も
こ
の
見
解
に
し
た
が

う
。
応
訴
だ
け
な
ら
民
訴
法
五
〇
条
一
項
に
よ
る
見
解
で
も
一
応
片
付
く
が
、

財
産
管
理
人
が
訴
や
上
訴
の
提
起
を
す
る
場
合
に
は
説
明
し
え
な
い
。
そ
れ

に
、
民
訴
法
五
〇
条
一
項
の
趣
旨
よ
り
す
れ
ば
、
不
在
者
の
利
益
保
護
は
同
条

同
項
の
趣
旨
で
は
な
い
。
や
は
り
、
民
法
一
〇
三
条
一
号
に
根
拠
を
も
と
め
る

　
　
　
　
　
　
（
B
）

の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
財
産
管
理
人
の
訴
・
上
訴
の
提
起
で
あ
る
。
応
訴

の
場
合
は
常
に
保
存
行
為
と
な
る
と
解
し
う
る
が
．
訴
の
提
起
・
上
訴
の
提
起

は
常
に
保
存
行
為
と
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
訴
の
提
起
の
場
合
は
、
上
訴

の
利
益
が
あ
る
以
上
、
上
訴
し
な
い
の
は
不
在
者
に
と
つ
て
不
利
益
に
な
る
か

ら
、
保
存
行
為
と
し
て
財
産
管
理
人
は
上
訴
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
財

産
管
理
人
が
積
極
的
に
行
な
う
訴
の
提
起
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
応
訴

の
よ
う
に
当
然
に
保
存
行
為
と
は
解
さ
れ
ま
い
。
こ
の
点
に
つ
き
兼
子
博
士

は
、
「
そ
の
起
訴
が
具
体
的
に
財
産
の
保
存
に
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
よ
り
、



具
体
的
に
代
里
薩
眼
の
有
無
を
判
定
す
べ
く
、
起
訴
し
な
け
れ
ば
財
産
乃
至
権

利
を
喪
矢
す
る
危
険
の
差
迫
つ
て
い
る
場
合
、
例
え
ば
裁
判
上
の
請
求
に
よ
り

時
効
を
中
断
す
る
必
要
の
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
こ
れ
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ

（
14
）

う
」
と
さ
れ
る
。

　
本
判
決
は
、
A
の
上
訴
の
提
起
、
訴
訟
代
理
人
の
選
任
行
為
に
つ
き
、
Y
の

財
産
の
現
状
を
維
持
す
る
行
為
と
し
て
民
法
一
〇
三
条
一
号
の
保
存
行
為
に
該

当
す
る
と
し
て
、
民
法
二
八
条
に
よ
る
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
必
要
は
な

い
と
し
た
。
本
件
で
の
問
題
は
財
産
管
理
人
の
上
訴
の
提
起
で
あ
り
、
訴
の
提

起
は
直
接
問
題
に
な
つ
て
い
な
か
つ
た
が
、
本
判
決
は
、
財
産
管
理
人
の
行
為

が
民
法
一
〇
三
条
所
定
の
権
限
内
の
行
為
で
あ
れ
ば
、
訴
ま
た
は
上
訴
の
提
起

で
あ
つ
て
も
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
要
し
な
い
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
は
ま
さ
に
前
記
大
審
院
の
判

例
を
変
更
し
、
右
兼
子
博
士
の
見
解
に
よ
つ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
つ
と

も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
柳
川
調
査
官
は
．
財
産
管
理
人
の
応
訴
の
場
合
に
は

民
訴
法
五
〇
条
一
項
に
よ
り
、
訴
・
上
訴
の
提
起
の
場
合
は
民
法
二
八
条
｝
〇

三
条
一
号
に
よ
つ
て
財
産
管
理
人
の
権
限
の
有
無
を
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
大
審
院
昭
和
一
五
年
判
決
が
変
更
さ
れ
兼
子
博
士
の
見
解
に
よ
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

と
解
す
る
の
は
早
計
に
失
す
る
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
財
産
管
理
人
の
訴
・
上
訴
の
提
起
を
保
存
行
為
と
し
て
認
め
る
見

解
を
採
用
す
る
以
上
、
応
訴
の
場
合
に
も
民
法
一
〇
三
条
一
号
で
説
明
す
る
の

が
理
に
か
な
つ
て
い
る
。
応
訴
で
あ
ろ
う
と
訴
ま
た
は
上
訴
の
提
起
で
あ
ろ
う

と
民
法
一
〇
三
条
一
号
で
説
明
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
応
訴
と
訴
・
上
訴
の
提

起
と
を
わ
ざ
わ
ざ
区
別
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所

　
　
　
判
例
　
研
究

自
身
、
本
判
決
よ
り
わ
ず
か
ニ
ケ
月
程
前
に
、
相
続
人
に
対
し
相
続
財
産
に
関

し
提
起
さ
れ
た
訴
に
つ
い
て
、
相
続
財
産
管
理
人
は
保
存
行
為
と
し
て
家
庭
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賂
）

判
所
の
許
可
な
く
し
て
応
訴
で
き
る
旨
判
示
し
た
。
こ
の
判
例
で
は
管
理
人
の

応
訴
が
問
題
と
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
判
例
ど
お
り
民
訴
法
五
〇
条

一
項
を
根
拠
に
し
て
応
訴
し
う
る
こ
と
を
理
由
づ
け
え
た
は
ず
で
あ
つ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
法
一
〇
三
条
一
号
を
も
ち
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

来
の
判
例
を
変
更
し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
本
件
の
場
合
は
、
た
し
か
に
民

訴
法
五
〇
条
一
項
で
は
説
明
し
え
な
い
た
め
訴
・
上
訴
の
提
起
の
場
合
に
の
み

民
法
一
〇
三
条
を
も
ち
だ
し
た
と
も
解
し
う
る
が
、
最
判
昭
和
四
七
年
七
月
六

目
と
本
判
決
と
を
並
べ
て
考
え
て
み
る
と
、
最
高
裁
は
大
審
院
の
判
例
の
立
場

を
変
更
し
た
と
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
す
で
に
、
石
川
明
教
授
の
賛
成
評
釈
（
民
商
法
雑
誌
六
八
巻
三
号
四
八
九
頁
）

　
　
が
あ
る
．
ま
た
、
柳
川
調
査
官
の
本
件
判
例
解
説
が
法
曹
時
報
二
五
巻
四
号
一
六
五

　
　
頁
以
下
に
あ
る
。

　
（
2
）
　
兼
子
・
条
解
民
訴
（
上
）
＝
二
四
頁
。

　
（
3
）
兼
子
・
条
解
民
訴
（
上
）
一
三
四
頁
、
菊
井
目
村
松
・
民
訴
－
一
七
九
頁
、
斉

　
　
藤
・
注
解
民
訴
ω
二
九
七
頁
、
三
ケ
月
・
民
訴
法
一
九
四
頁
、
小
室
“
賀
集
．
民
訴

　
　
法
七
六
頁
。

　
（
4
）
菊
井
目
村
松
・
前
掲
一
七
八
頁
、
斉
藤
・
前
掲
二
九
七
頁
、
花
村
・
演
習
民
訴
法

　
　
（
上
）
二
七
〇
頁
。

　
（
5
）
菊
井
1
1
村
松
・
前
掲
一
七
九
頁
、
な
お
肯
定
説
と
し
て
は
、
斉
藤
・
前
掲
二
九

　
　
七
・
二
九
八
頁
、
小
室
u
賀
集
・
前
掲
七
六
頁
、
石
川
・
前
掲
四
九
二
頁
以
下
。

　
（
6
）
　
兼
子
・
体
系
四
五
九
頁
。

　
（
7
）
　
三
ヶ
月
・
民
訴
法
二
九
九
頁
、
な
お
一
九
四
・
二
〇
〇
頁
参
照
。

　
（
8
）
　
石
川
・
前
掲
四
九
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
一
二
五
九
）



判
　
例
　
研
　
究

（
9
）
柳
川
・
前
掲
一
六
七
頁
。

（
1
0
）
菊
井
H
村
松
・
前
掲
一
六
九
頁
、
村
松
・
民
商
法
雑
誌
コ
ニ
巻
一
号
一
三
二

頁
。

（
1
1
）
兼
子
・
判
例
民
訴
法
三
七
頁
。

（
1
2
）
兼
子
・
判
例
民
訴
法
三
七
頁
。

（
1
3
）
　
民
法
一
〇
三
条
一
号
を
根
拠
と
す
る
兼
子
博
士
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、

柚
木
・
判
例
民
法
総
論
上
二
五
八
頁
、
石
川
・
前
掲
四
九
八
頁
、
鈴
木
重
勝
「
相
続
財
産

管
理
人
の
応
訴
権
」
昭
和
四
七
年
度
重
要
判
例
解
説
九
九
頁
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
）
．

（
1
4
）
兼
子
・
判
例
民
訴
法
三
七
・
三
八
頁
。

（
1
5
）
　
柳
川
・
前
掲
一
六
八
頁
。

（
1
6
）
最
判
（
一
小
）
昭
和
四
七
年
七
月
六
日
民
集
二
六
巻
六
号
一
一
三
三
頁
。
こ
の

判
決
に
対
し
、
前
掲
鈴
木
教
授
の
解
説
の
他
に
、
本
誌
四
六
巻
八
号
一
〇
九
頁
に
栗

　
田
氏
の
判
批
が
あ
る
が
、
脱
稿
時
ま
で
に
は
参
照
し
え
な
か
つ
た
。

（
17
）
　
鈴
木
・
前
掲
九
九
頁
も
判
例
変
更
と
解
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
栂
　
善
夫

昭
四
七
1
0
（
撮
騙
嘱
諜
に
紘
賭
）

　
更
生
管
財
人
を
被
告
と
す
べ
き
で
あ
る
の
に
更
生
会
社
を
被
告
と
し
て
訴
が

　
提
起
さ
れ
た
の
ち
に
更
生
会
社
の
取
締
役
に
会
社
更
生
法
二
一
一
条
三
項
ま

　
た
は
同
法
二
四
八
条
の
二
第
一
項
所
定
の
授
権
が
な
さ
れ
た
場
合
と
訴
の
適

　
否

　
　
土
地
賃
借
権
不
存
在
確
認
等
請
求
事
件
（
昭
和
四
七
・
九
・
七
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
第
一
審
、
第
二
審
に
お
い
て
の
主
張
、
実
体
関
係
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
判
断
は
、

　
　
上
告
審
判
決
の
「
判
旨
」
部
分
と
大
部
分
は
関
係
を
も
た
な
い
の
で
省
略
し
、
上
告

　
　
審
判
決
の
「
判
旨
」
に
関
係
の
あ
る
部
分
の
み
を
摘
出
す
る
と
左
の
と
お
り
で
あ
る
．

　
　
Y
会
社
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）

九
八
　
　
（
一
二
六
〇
）

が
Y
会
社
に
対
し
て
、
本
件
建
物
か
ら
の
退
去
お
よ
び
本
件
土
地
の
明
渡
を
求
め
る

本
件
訴
を
提
起
し
た
昭
和
四
〇
年
九
月
二
四
目
よ
り
前
で
あ
る
同
年
八
月
一
六
日
午

後
零
時
、
会
社
更
生
手
続
開
始
決
定
を
受
け
、
訴
外
A
が
管
財
人
に
選
任
さ
れ
、
同

月
一
七
日
そ
の
旨
の
登
記
手
続
が
な
さ
れ
、
つ
い
で
、
本
訴
が
原
審
に
係
属
中
の
昭
和

四
三
年
五
月
二
日
更
生
手
続
廃
止
決
定
が
確
定
し
．
L
会
社
は
同
月
二
五
日
午
前

一
〇
時
破
産
宣
告
を
受
け
、
同
月
二
九
日
そ
の
旨
の
登
記
手
続
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
一
審
は
、
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
五
目
に
弁
論
を
終
結
し
、
L
会
社
を
当
事
者
と

し
て
X
の
L
会
社
に
対
す
る
請
求
を
棄
却
す
る
旨
の
判
決
を
な
し
、
原
審
も
、
昭
和

四
五
年
六
月
一
日
口
頭
弁
論
を
終
結
し
、
ぬ
会
社
を
当
事
者
と
し
て
X
の
控
訴
を
棄

却
す
る
旨
の
判
決
を
し
て
い
る
。

第
一
審
に
お
い
て
X
は
、
被
告
L
L
ぬ
に
つ
ぎ
土
地
賃
借
権
不
存
在
の
確
認
を
求

め
、
同
被
告
三
名
に
対
し
昭
和
四
〇
年
三
月
一
日
以
降
同
年
四
月
一
五
日
ま
で
一
ケ

月
金
五
〇
〇
〇
円
の
割
合
に
よ
る
金
員
の
支
払
を
求
め
、
被
告
払
に
対
し
て
本
件
土

地
上
の
建
物
を
撤
去
し
て
本
件
土
地
の
明
渡
し
、
お
よ
び
昭
和
四
〇
年
四
月
一
六
日

以
降
本
件
土
地
明
渡
済
み
に
至
る
ま
で
一
ケ
月
金
一
万
五
〇
〇
〇
円
の
割
合
に
よ
る

金
員
の
支
払
を
求
め
、
被
告
L
会
社
に
対
し
て
は
本
件
建
物
を
退
去
し
て
本
件
土
地

の
明
渡
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
L
脇
L
は
訴
外
A
か
ら
昭
和
四
二
年
二
月

九
日
B
の
死
去
に
よ
る
相
続
に
よ
り
承
継
し
て
本
件
土
地
上
に
賃
借
権
を
有
し
て
い

る
等
主
張
し
、
被
告
L
会
社
は
、
そ
の
設
立
の
翌
日
で
あ
る
昭
和
二
四
年
一
〇
月
二

二
日
訴
外
亡
B
か
ら
本
件
建
物
の
一
階
を
賃
借
し
、
被
告
L
が
本
件
建
物
の
贈
与
を

受
け
て
か
ら
は
．
同
被
告
か
ら
引
き
続
き
こ
れ
を
賃
借
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
主

張
し
た
。

第
一
審
は
右
の
事
実
認
定
を
経
て
X
の
請
求
を
棄
却
し
、
X
か
ら
控
訴
し
て
第
二
審

は
、
第
一
審
と
同
様
に
認
定
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

L
会
社
に
つ
い
て
は
．
第
一
審
、
第
二
審
と
も
に
L
会
社
を
当
事
者
と
し
て
取
り

扱
つ
て
い
る
．
こ
れ
に
対
し
て
上
告
審
は
、
職
権
を
も
つ
て
L
会
社
の
被
告
適
格
に



　
つ
い
て
左
の
と
お
り
の
判
断
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
「
職
権
を
も
つ
て
考
え
る
に
、
一
件
記
録
に
徴
す
れ
ば
、
右
事
実
に
よ
れ
ば
、
昭
和

　
四
二
年
九
月
二
〇
日
施
行
の
会
社
更
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
同
年
法
律

　
第
八
八
号
）
（
以
下
単
に
改
正
法
と
い
う
．
）
に
よ
る
改
正
前
の
会
社
更
生
法
九
六
条

　
に
よ
り
、
X
は
」
会
社
の
管
財
人
を
被
告
と
し
て
本
訴
を
提
起
す
べ
き
で
あ
つ
た
の

　
で
あ
る
．
も
つ
と
も
、
第
一
審
の
口
頭
弁
論
の
終
結
前
で
あ
る
昭
和
四
二
年
九
月
二

　
〇
日
右
の
と
お
り
改
正
法
が
施
行
さ
れ
、
同
法
に
よ
つ
て
従
前
の
九
六
条
は
同
条
一

　
項
と
な
り
、
そ
の
二
項
は
、
新
た
に
「
前
項
の
規
定
は
、
第
二
百
十
一
条
第
三
項
又

　
は
同
二
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
の
事
業
の
経
営
並
び
に
財
産

　
の
管
理
及
び
処
分
を
す
る
権
利
が
取
締
役
に
付
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後

　
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
」
と
規
定
し
、
そ
し
て
、
こ
の

　
九
六
条
二
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
二
、
三
項
に
よ
り
、
改
正
法
施
行
前
に
更
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
つ
た
事
件
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る

　
が
、
か
か
る
改
正
法
施
行
前
の
更
生
事
件
に
つ
い
て
改
正
法
施
行
の
の
ち
更
生
会
社

　
の
取
締
役
に
右
の
授
権
が
あ
つ
て
も
、
本
件
の
よ
う
に
訴
が
改
正
法
施
行
前
に
提
起

　
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
訴
は
右
九
六
条
二
項
に
い
う
「
そ
の
後
に
提
起
さ
れ
た
訴

　
え
」
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
管
財
人
を
被
告
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
の
場
合
、
誤
つ
て
更
生
会
社
を
被
告
に
し
た
と
し
て
も
、
後
に
取
締
役
に
前

　
記
の
授
権
が
な
さ
れ
た
と
ぎ
は
、
右
条
項
を
類
推
適
用
し
て
、
そ
の
訴
は
正
当
な
当

　
事
者
を
相
手
方
と
し
た
適
法
な
訴
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
こ

　
ろ
、
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
て
み
る
に
、
一
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
L
会
社
の
取
締

　
役
に
右
授
権
の
な
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
結
局
、
本
件
に
お

　
い
て
は
．
X
の
L
会
社
に
対
す
る
訴
は
．
そ
の
相
手
方
を
誤
つ
た
も
の
と
し
て
却
下

　
を
免
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
。

判
旨
に
賛
成
す
る
．
し
か
し
疑
問
が
あ
る
。

　
剛
．
本
件
は
、
「
会
社
更
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
昭
和
四
二
年
法

　
　
判
　
例
　
研
究

律
第
八
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
会
社
更
生
法
九
六
条
が
会
社
の
財
産
関
係
の

訴
に
つ
い
て
は
更
生
管
財
人
を
原
告
ま
た
は
被
告
と
す
る
と
し
て
い
た
が
、
右

の
法
改
正
以
前
に
、
す
で
に
更
生
手
続
開
始
決
定
が
な
さ
れ
て
更
生
管
財
人
も

選
任
さ
れ
、
か
つ
そ
の
登
記
も
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
被
告
を
更

生
管
財
人
と
せ
ず
に
会
社
を
被
告
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
．

　
改
正
法
九
六
条
二
項
は
、
改
正
に
ょ
り
新
た
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

同
条
一
項
の
管
財
人
に
当
事
者
適
格
が
存
す
る
と
い
う
規
定
の
例
外
と
し
て
、

一
定
の
場
合
に
「
会
社
の
事
業
の
経
営
並
び
に
財
産
の
管
理
及
び
処
分
を
す
る

権
利
が
取
締
役
に
付
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
え

に
つ
い
て
は
、
（
右
一
項
の
規
定
は
）
適
用
し
な
い
．
」
と
す
る
が
、
本
判
決
は
、

右
九
六
条
二
項
の
規
定
の
類
推
適
用
を
認
め
た
一
事
例
と
し
て
意
義
が
あ
る
．

　
二
、
本
件
は
、
第
一
審
に
お
い
て
も
、
ま
た
第
二
審
に
お
い
て
も
被
告
を
管

財
人
と
せ
ず
に
会
社
と
し
て
お
り
、
第
一
審
、
第
二
審
と
も
当
事
者
適
格
の
問

題
に
は
触
れ
ず
に
本
案
判
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
本
件
は
、
昭
和
四
〇
年
八
月
一
六
日
に
被
告
会
社
は
会
社
更
生
開
始
決
定
を

受
け
（
1
）
、
本
件
訴
訟
が
同
年
九
月
二
四
日
提
起
さ
れ
（
2
）
、
「
会
社
更
生

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
た
の
が
昭
和
四
二
年
九
月
二
〇

日
で
あ
り
（
3
）
、
改
正
法
九
六
条
二
項
の
取
締
役
へ
の
授
権
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。
改
正
法
九
六
条
二
項
の
適
用
に
あ
た
つ
て
は
、
改
正
法
附
則
二
項
が
、

改
正
法
の
施
行
前
に
更
生
開
始
の
申
立
て
が
あ
つ
た
事
件
（
旧
更
生
事
件
）
に

つ
い
て
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
改
正
法
の
適
用
が
あ
る

旨
規
定
し
、
右
の
別
段
の
定
め
に
あ
た
る
規
定
が
同
附
則
三
項
で
あ
り
、
二
一

一
条
三
項
、
二
四
八
条
の
二
の
規
定
に
係
る
も
の
は
、
旧
更
生
事
件
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
一
二
六
一
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

も
適
用
す
る
と
規
定
す
る
．
二
二
条
三
項
は
、
更
生
計
画
に
お
い
て
、
会
社

の
事
業
の
経
営
並
び
に
財
産
の
管
理
及
び
処
分
す
る
権
利
を
取
締
役
に
付
与
す

る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
、
二
四
八
条
の
二
は
、
一
項
に
お
い

て
、
更
生
計
画
に
右
二
一
一
条
三
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
が
な
い
場
合
に
お
い

て
も
、
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
管
財
人
の
申
立
て
に
よ
り
ま
た

は
職
権
で
右
の
権
利
を
取
締
役
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
旨
規
定
す
る
。
こ

れ
を
受
け
て
九
六
条
二
項
は
、
か
か
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
取
締
役
が
授
権
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
に
つ
い
て
は
管
財
人
に
当

事
者
適
格
が
な
い
旨
規
定
す
る
。
要
す
る
に
、
改
正
法
九
六
条
二
項
の
規
定
は
、

改
正
法
の
施
行
以
前
に
更
生
開
始
の
申
立
て
が
あ
つ
た
事
件
（
旧
更
生
事
件
）

に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
右
ω
は
⑥
よ
り

以
前
で
あ
つ
て
、
す
な
わ
ち
、
本
件
は
旧
更
生
事
件
で
あ
る
が
、
附
則
二
項
、

三
項
に
よ
り
、
改
正
法
九
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
三
、
で
は
、
旧
更
生
事
件
に
つ
い
て
改
正
法
九
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
の

は
い
か
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
改
正
法
施
行
よ
り
も
更
生
申
立
て
が
時
期
的
に
先
行
す
る
必
要
が
あ

る
。
な
に
よ
り
こ
れ
が
旧
更
生
事
件
た
る
要
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に

改
正
前
に
九
六
条
二
項
の
取
締
役
へ
の
授
権
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
二
一
条

三
項
に
お
け
る
更
生
計
画
に
お
け
る
授
権
、
二
四
八
条
の
二
に
お
け
る
更
生
計

画
認
可
後
の
裁
判
所
の
す
る
授
権
の
い
ず
れ
も
改
正
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
は
、
あ
り
え
な
い
。
ま
た
改
正
法
九
六
条
二
項
は

「
授
権
の
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形

式
的
に
は
そ
れ
以
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
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ち
、
こ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
と
し
て
は
、
ま
ず
更
生
手
続
の
申
立
て
ω
、

つ
ぎ
に
改
正
法
の
施
行
＠
、
続
い
て
取
締
役
へ
の
授
権
⑮
、
そ
う
し
て
訴
の
提

起
◎
と
い
う
ω
、
㈲
、
の
、
◎
の
順
序
の
場
合
に
九
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
本
件
は
、
こ
の
順
序
が
前
記
ω
、
ω
、
⑥
の
順
序
す
な
わ
ち
、

④
、
◎
、
＠
の
順
序
で
あ
り
、
本
件
は
、
結
果
的
に
取
締
役
へ
の
授
権
が
な
か

つ
た
の
で
、
九
六
条
二
項
の
適
用
も
、
類
推
適
用
も
な
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ

る
が
、
前
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
取
締
役
へ
の
授
権
は
、
改
正
法
施
行
＠
以
前

は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
仮
り
に
本
件
に
お
い
て
右
の
四
個
の
順
序
を
想
定

す
る
な
ら
ば
、
ω
、
◎
、
＠
、
の
の
順
序
と
な
る
。
こ
れ
は
、
右
に
み
た
九
六

条
二
項
の
適
用
の
な
さ
れ
る
パ
タ
ー
ソ
と
は
異
る
．
す
な
わ
ち
本
件
は
、
仮
り

に
取
締
役
へ
の
授
権
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
前
で
あ
り
、
し
か
も
改

正
前
に
訴
の
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
九
六
条
二
項
の
適
用
は
あ

り
え
な
い
。
よ
つ
て
会
社
に
は
当
事
者
適
格
が
な
く
不
適
法
と
し
て
訴
の
却
下

が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
一
応
の
結
論
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
四
、
し
か
し
、
改
正
法
九
六
条
二
項
の
趣
旨
お
よ
び
実
質
的
な
根
拠
か
ら
一

定
の
場
合
に
九
六
条
二
項
を
類
推
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
事
案

は
、
会
社
更
生
の
申
立
が
あ
り
、
更
生
管
財
人
が
選
任
さ
れ
、
つ
い
で
訴
の
提

起
が
あ
つ
て
、
こ
の
訴
は
、
本
来
管
財
人
を
被
告
と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
会
社
更

生
法
九
六
条
一
項
）
の
に
誤
つ
て
会
社
を
被
告
と
し
て
お
り
、
そ
の
後
改
正
が
あ

つ
て
、
取
締
役
へ
の
授
権
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

本
件
判
決
は
、
か
か
る
場
合
に
九
六
条
二
項
の
規
定
を
類
推
適
用
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
の
記
号
に
よ
れ
ば
ω
、
◎
、
＠
、
の
の
順
序
で
あ

ヴ
、
九
六
条
二
項
適
用
の
パ
タ
ー
ン
に
対
し
て
ず
れ
て
い
る
の
は
、
鈎
訴
の
提



起
の
位
置
で
あ
る
．
こ
こ
に
解
明
の
手
が
か
り
が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
訴
提
起

の
時
点
に
お
い
て
更
生
管
財
人
が
選
任
さ
れ
て
お
り
、
本
来
管
財
人
を
被
告
と

す
る
べ
き
で
あ
る
の
に
会
社
を
被
告
と
し
た
。
つ
ま
り
第
一
審
、
第
二
審
共
に

被
告
は
会
社
で
あ
つ
て
管
財
人
は
被
告
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
訴
訟
遂
行
の

任
に
管
財
人
は
あ
た
つ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
九
六
条
二
項
の
立
法
に
あ
た
つ
て
．
以
下
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
．
す
な
わ
ち
、

　
管
財
人
は
、
更
生
会
社
の
財
産
関
係
の
訴
に
つ
い
て
当
事
者
適
格
を
有
す
る

（
九
六
条
一
項
）
が
、
更
生
会
社
の
事
業
経
営
等
が
委
譲
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
後
に
提
起
さ
れ
る
訴
の
当
事
者
適
格
を
管
財
人
に
与
え
な
い
こ
と
（
同
条

二
項
）
の
ほ
か
、
そ
の
前
に
提
起
ず
み
の
会
社
の
財
産
関
係
の
訴
訟
手
続
を
中
断

さ
せ
、
取
締
役
ま
た
は
相
手
方
に
お
い
て
受
継
さ
せ
る
こ
と
も
一
つ
の
解
決
方

法
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
よ
り
明
快
だ
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
更

生
計
画
認
可
当
時
ま
た
は
そ
の
後
の
権
限
委
譲
当
時
に
管
財
人
を
当
事
老
と
し

て
係
属
中
の
訴
訟
事
件
と
し
て
は
、
否
認
の
訴
（
七
八
条
以
下
、
八
二
条
）
や

更
生
債
権
・
更
生
担
保
権
確
定
の
訴
（
一
四
七
条
、
一
五
二
条
）
の
よ
う
に
管
財

人
の
職
務
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
と
、
各
種
共
益
債
権
ま
た
は
取
戻
権
に

関
す
る
も
の
（
五
四
条
五
号
、
八
号
）
や
取
締
役
の
責
任
追
及
に
関
す
る
も
の
（
七

二
条
以
下
）
が
多
い
が
、
管
財
人
を
し
て
こ
れ
ら
の
訴
訟
を
最
後
ま
で
追
行
さ

せ
る
ほ
う
が
妥
当
な
解
決
を
期
待
で
き
る
し
、
ま
た
、
更
生
手
続
開
始
時
に
お

い
て
中
断
・
受
継
し
た
訴
訟
（
六
八
条
、
六
九
条
）
に
つ
い
て
再
び
中
断
・
受
継

が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
権
限

委
譲
後
に
提
起
さ
れ
る
訴
に
つ
い
て
の
み
新
取
締
役
に
訴
訟
追
行
権
限
を
も
認
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め
る
こ
と
と
し
、
他
方
管
財
人
に
対
し
て
は
、
事
業
経
営
権
等
を
失
い
な
が
ら

も
、
権
限
委
譲
前
す
で
に
係
属
中
の
訴
に
つ
い
て
の
み
、
な
お
当
事
者
適
格
を

認
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
宮
脇
幸
彦
・
時
岡
泰
・
改
正
会
社
更
生
法
の
解

説
三
三
八
頁
参
照
）
。

　
か
よ
う
に
、
立
法
に
あ
た
つ
て
は
、
取
締
役
に
権
限
委
譲
後
は
管
財
人
に
権

限
委
譲
前
か
ら
係
属
中
の
訴
訟
に
つ
い
て
も
当
事
者
適
格
を
与
え
な
い
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
従
前
管
財
人
が
当
事
者
と
し

て
追
行
し
て
い
た
訴
訟
の
妥
当
な
解
決
を
図
る
た
め
に
は
適
当
で
は
な
い
と
し

て
、
結
局
現
行
法
九
六
条
二
項
の
規
定
（
権
限
委
譲
後
の
訴
に
つ
い
て
の
み
管
財
人

に
当
事
者
適
格
が
な
く
な
る
）
と
な
つ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
は
、
権
限
委
譲

前
か
ら
の
訴
訟
に
管
財
人
が
当
事
者
と
し
て
関
与
し
て
い
れ
ば
当
の
訴
訟
経

過
・
内
容
等
に
つ
い
て
熟
知
し
て
お
り
、
こ
れ
に
継
続
し
て
追
行
さ
せ
る
方
が

能
率
的
で
あ
る
し
、
適
正
さ
を
期
し
う
る
か
ら
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
原
告
が
訴
の
相
手
方
を
誤
り
管
財
人
は
当
事
者
と
し
て
訴

訟
追
行
を
し
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
管
財
人
に
継
続
し
て
訴
訟
追
行
さ

せ
る
右
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
屍
そ
れ
ゆ
え
取
締
役
に
授
権
が

あ
れ
ば
、
取
締
役
に
本
件
訴
訟
を
追
行
さ
せ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と

き
被
告
適
格
は
会
社
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
管
財
人
の
更
生
計
画
認
可
後
に
お
け
る
権
限
に
関
し
て
問
題
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
更
生
手
続
の
開
始
に
よ
つ
て
、
管
財
人
は
会
社
の
事
業
経
営

権
お
よ
び
財
産
の
管
理
処
分
権
を
専
有
す
る
に
至
る
（
五
三
条
）
が
、
更
生
計

画
認
可
決
定
後
も
同
様
の
権
限
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
改
正
前
に
解
釈
上

疑
義
が
あ
つ
た
．
或
い
は
、
更
生
認
可
決
定
後
も
事
業
経
営
権
・
財
産
の
管
理
処
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分
権
が
従
前
ど
お
り
管
財
人
に
専
属
し
、
更
生
計
画
で
選
任
さ
れ
ま
た
は
留
任

と
定
め
ら
れ
た
取
締
役
に
は
、
こ
の
権
限
は
全
く
与
え
ら
れ
な
い
と
し
（
松
田

二
郎
．
会
社
更
生
法
〔
法
律
学
全
集
〕
一
八
一
頁
参
照
）
、
他
は
、
更
生
認
可
決
定
後

は
事
業
経
営
権
・
財
産
の
管
理
処
分
権
が
取
締
役
に
移
る
と
解
し
て
い
た
（
兼

子
丁
三
ヶ
月
章
・
条
解
会
社
更
生
法
四
八
二
頁
）
。
実
務
上
の
処
理
も
統
一
さ
れ
て

い
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
説
に
対
し
て
は
、
更
生
計
画
認
可
後
も
取
締
役

に
会
社
の
事
業
経
営
権
・
財
産
管
理
処
分
権
が
な
い
と
す
れ
ば
、
更
生
計
画
で

取
締
役
の
選
任
・
留
任
を
定
め
う
る
と
い
う
規
定
（
二
一
一
条
二
項
、
一
三
〇
条
、

二
五
二
条
）
が
無
意
味
に
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
、
後
説
に
対
し
て
は
、
更

生
計
画
認
可
後
は
管
財
人
が
取
締
役
の
監
督
者
的
地
位
に
後
退
す
る
と
す
れ

ば
、
会
社
の
事
業
経
営
の
一
貫
性
が
更
生
計
画
認
可
に
よ
つ
て
破
ら
れ
る
こ

と
、
さ
ら
に
管
財
人
に
よ
る
更
生
計
画
の
遂
行
（
二
四
七
条
一
項
）
お
よ
び
こ
れ

に
関
す
る
裁
判
所
の
命
令
（
二
四
八
条
）
等
に
お
い
て
こ
れ
が
守
ら
れ
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
（
松
田
・
前
掲
書
追
補
一
三
頁
参
照
）
。

　
更
生
計
画
認
可
決
定
後
も
管
財
人
の
事
業
経
営
権
・
財
産
の
管
理
処
分
権
の

専
有
に
は
変
わ
り
が
な
く
、
取
締
役
に
は
右
の
権
限
は
与
え
ら
れ
な
い
と
解

し
、
前
述
の
批
判
に
対
し
て
は
、
更
生
計
画
に
よ
る
取
締
役
・
代
表
取
締
役
の

選
任
は
、
第
二
会
社
ま
た
は
新
設
合
併
に
よ
る
新
会
社
設
立
の
場
合
は
別
と
し

て
、
更
生
手
続
終
了
後
の
た
め
の
準
備
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
同
旨
．
松
田
．
前

掲
書
一
八
二
頁
）
。

　
改
正
法
は
前
説
を
採
つ
た
う
え
で
、
更
生
計
画
ま
た
は
裁
判
所
の
独
立
の
決

定
に
ょ
り
取
締
役
に
権
限
を
委
譲
し
う
る
も
の
と
し
た
（
五
三
条
但
書
、
一
二
一
条

三
項
、
二
四
八
条
の
二
）
．
前
説
に
お
い
て
も
改
正
法
に
よ
つ
て
取
締
役
に
権
限
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を
委
譲
し
た
場
合
に
は
、
管
財
人
は
監
督
者
的
地
位
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る

か
ら
、
本
件
に
お
い
て
も
取
締
役
に
授
権
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
会
社
を
被
告
と

し
た
本
件
訴
訟
は
適
法
な
も
の
と
み
ら
れ
て
よ
い
と
解
さ
れ
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
つ
て
本
件
に
お
い
て
取
締
役
に
授
権
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば

本
件
訴
訟
は
九
六
条
二
項
を
類
推
し
て
正
当
な
当
事
者
を
相
手
方
と
し
た
適
法

な
訴
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
判
旨
に
賛
成
す
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
本
判
決
が

結
論
と
し
て
会
社
を
被
告
と
す
る
本
件
は
相
手
方
を
誤
つ
た
も
の
と
し
て
却
下

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
に
授
権
を
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
正
当
で
あ
つ
て
賛
成
す
る
。

　
た
だ
本
件
は
、
更
生
手
続
が
廃
止
さ
れ
破
産
宣
告
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
訴
訟
手
続
は
中
断
し
て
、
破
産
管
財
人
に
お
い
て
受
継
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
り
、
最
高
裁
は
訴
却
下
の
自
判
を
す
る
の
で
は
な
く
、
原
審
に
差

戻
し
て
破
産
管
財
人
に
受
継
を
さ
せ
る
べ
ぎ
で
は
な
か
つ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
き
疑
問
が
残
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
四
八
・
八
・
二
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
田
親
彦


